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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　免疫クロマト試験片を載置する台と、
　前記台に向けて測定光を照射する照射光学系と、
　前記台側から入射する光を検出する検出光学系と、
　前記照射光学系及び前記検出光学系が装着される光学ヘッドと、
　前記所定の走査方向に前記光学ヘッドを移動させる走査機構と、
　前記走査機構が配置されるシャシーと、を備えており、
　前記照射光学系及び前記検出光学系は、前記台に対して所定の走査方向に相対的に移動
し、
　前記照射光学系は、半導体発光素子を含むと共に、当該半導体発光素子からの光を前記
測定光として前記台に垂直な方向から照射するように配置され、
　前記検出光学系は、前記台における前記測定光の照射位置から前記所定の走査方向に交
差する方向の斜め上方に設けられた半導体受光素子を含み、当該半導体受光素子により前
記所定の走査方向に交差する前記方向の斜め上方への反射光を検出するように配置され、
　前記シャシーは、前記台を挟んで当該台の両側に位置する一対の縦壁部と、前記各縦壁
部に接続される頂部と、を含み、
　前記走査機構は、前記光学ヘッドが固定されるスライダブロックと、前記スライダブロ
ックを前記所定の走査方向に案内する一対のガイドレールと、前記スライダブロックを前
記所定の走査方向に移動させる駆動モータと、含み、
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　前記一対のガイドレールは、前記頂部に固定されており、
　前記光学ヘッドは、前記一対の縦壁部及び前記頂部により囲まれる空間内を前記所定の
走査方向に移動することを特徴とする免疫クロマト試験片の測定装置。
【請求項２】
　前記照射光学系は、
　　前記半導体発光素子からの光を、前記所定の走査方向に交差する前記方向に延びた光
束断面を有する光に整形するための光束整形部材と、
　　前記光束整形部材からの光を結像させるためのレンズと、を更に含むことを特徴とす
る請求項１に記載の免疫クロマト試験片の測定装置。
【請求項３】
　前記スライダブロック及び前記一対のガイドレールは、前記頂部における前記一対の縦
壁部及び前記頂部により囲まれる前記空間とは反対の面の上に配置されており、
　前記頂部には、前記一対のガイドレールに挟まれる位置に、前記所定の走査方向に伸び
る切り欠きが形成され、
　前記光学ヘッドと前記スライダブロックとは、前記切り欠きを通して接続されて固定さ
れていることを特徴とする請求項１に記載の免疫クロマト試験片の測定装置。
【請求項４】
　前記シャシーの外に配置される第１基板と、
　前記光学ヘッドに固定される第２基板と、
　可撓性及び弾力性を有し、前記第１基板と前記第２基板とを電気的に接続する通信ケー
ブルと、を更に備え、
　前記通信ケーブルは、一方の縦壁部に形成された孔から前記シャシーの内側に至り、当
該一方の縦壁部に沿って伸び、前記一方の縦壁部の端から他方の縦壁部に向けて前記シャ
シーの外側を通って湾曲するように、設けられており、
　前記通信ケーブルにおける前記シャシーの内側に位置する部分は、前記一方の縦壁部に
固定されていることを特徴とする請求項１に記載の免疫クロマト試験片の測定装置。
【請求項５】
　前記台は、前記シャシーに対して、着脱可能であることを特徴とする請求項１に記載の
免疫クロマト試験片の測定装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は免疫クロマト試験片の測定装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　免疫クロマト試験片には、検体中の抗原（または抗体）との間で抗原抗体反応を起こす
抗体（または抗原）が免疫クロマト試験片の特定の位置に予め帯状に塗布されている。色
素で標識された検体中の抗原（または抗体）が展開液により上記特定の位置まで展開され
ると、帯状に塗布された抗体（または抗原）との間で検体中の抗原（または抗体）が抗原
抗体反応を起こしてトラップされ、上記特定の位置には色素により発色した呈色ラインが
形成される。このような免疫クロマト試験片においては、形成された呈色ラインの呈色度
を測定装置により光学的に測定することで、検体中の抗原（または抗体）の量を定量的に
分析することができる。
【０００３】
　ここで、免疫クロマト試験片などの試験片の呈色度を測定する装置として、免疫クロマ
ト試験片の試料展開方向（免疫クロマト試験片における抗原又は抗体の移動方向）と直交
する方向（呈色ラインと平行な方向）に延びた光束断面をもつ測定光を照射し、その測定
光による免疫クロマト試験片からの反射光を検出するものが知られている（例えば、特許
文献１参照。）。この特許文献１に記載された測定装置では、試料展開方向の前方方向へ
の反射光を受光する前方斜め上方あるいは試料展開方向の後方方向への反射光を受光する
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後方斜め上方の位置に配置された光検出器を配置し、免疫クロマト試験片からの反射光を
検出している。
【０００４】
【特許文献１】特開平１１－３２６１９１号公報
【発明の開示】
【０００５】
　通常、免疫クロマト分析法に用いられる免疫クロマト試験用具は、免疫クロマト試験片
と、免疫クロマト試験片を保持するケーシングとを有している。ケーシングには、免疫ク
ロマト試験片の呈色部分を露出させる観測用ウィンドウが形成されている。
【０００６】
　上記特許文献１に開示されたような構成の測定装置を用い、観測用ウィンドウを通して
ケーシング内に保持された免疫クロマト試験片における呈色部分の呈色度を測定する場合
、以下のような問題点が生じることとなる。例えば光検出器１０１が後方斜め上方に配置
されている場合、図１７に示されるように、ケーシング１１０における観測用ウィンドウ
１１１を形成する後側縁部１１０ａに近接して呈色ラインが存在すると、発光素子１０３
から照射され免疫クロマト試験片１１３にて反射した光が後側縁部１１０ａで遮られて光
検出器１０１に入射せず、測定自体が不可能となってしまう。また、図１８に示されるよ
うに、観測用ウィンドウ１１１の仕切り部１１０ｂの近くでは、ケーシング１１０での反
射光の影響が大きくなる。このため、観測用ウィンドウ１１１の中央位置と比べるとノイ
ズ成分が多くなり、呈色度を精度よく測定することが困難になってしまう。光検出器１０
１が前方斜め上方に配置されている場合においても、同様の問題が生じる。
【０００７】
　本発明は上述の点に鑑みてなされたもので、その目的は、呈色度の測定精度を向上する
ことが可能な免疫クロマト試験片の測定装置を提供することにある。
【０００８】
　上述した目的を達成するため、本発明に係る免疫クロマト試験片の測定装置は、免疫ク
ロマト試験片に測定光を照射する照射光学系と、測定光の照射による免疫クロマト試験片
からの反射光を検出する検出光学系と、を備えた免疫クロマト試験片の測定装置であって
、照射光学系は、半導体発光素子を含み、当該半導体発光素子からの光を測定光として免
疫クロマト試験片に略垂直な方向から照射するように配置され、検出光学系は、免疫クロ
マト試験片上の測定光の照射位置から免疫クロマト試験片に形成される呈色ラインと略平
行な方向の斜め上方に設けられた半導体受光素子を含み、当該半導体受光素子により呈色
ラインと略平行な方向の斜め上方への反射光を検出するように配置されていることを特徴
とする。
【０００９】
　本発明に係る免疫クロマト試験片の測定装置では、照射光学系を、発光素子からの光を
測定光として略垂直な方向から免疫クロマト試験片上に照射するように配置し、検出光学
系を、免疫クロマト試験片上の測定光の照射位置から免疫クロマト試験片に形成される呈
色ラインと略平行な方向の斜め上方に設けられた受光素子により呈色ラインと略平行な方
向の斜め上方への反射光を検出するように配置しているので、観測用ウィンドウを通して
ケーシング内に保持された免疫クロマト試験片における呈色部分の呈色度を測定する場合
において、ケーシングにおける観測用ウィンドウを形成する縁部の際に呈色ラインが存在
していても、免疫クロマト試験片からの反射光がケーシングで遮られてしまうようなこと
はない。また、上記縁部の近くでも、ケーシングでの反射光が受光素子に入射し難くなり
、ノイズ成分が低減される。これらの結果、ケーシングの影響を受けることなく、呈色度
を精度よく測定することができる。
【００１０】
　また、照射光学系は、半導体発光素子からの光を、免疫クロマト試験片に形成される呈
色ラインと略平行な方向に延びた光束断面を有する光に整形するための光束整形部材と、
光束整形部材からの光を免疫クロマト試験片上に結像させるためのレンズと、を更に含む
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ことが好ましい。この場合、免疫クロマト試験片上に結像される測定光像が変形すること
なく、また、鮮明な測定光を照射することができる。これらの結果、呈色度の測定精度を
大幅に向上することができる。
【００１１】
　また、照射光学系及び検出光学系が装着される光学ヘッドと、免疫クロマト試験片を載
置するための試験片載置台と、呈色ラインを横切る走査方向に載置プレートと光学ヘッド
とを相対移動させる走査機構と、を更に有することが好ましい。この場合、光学ヘッドに
照射光学系および受光光学系が装着されていると、構造が簡素となり、しかも、光学ヘッ
ドを走査方向に移動させる場合の走査機構が１系統で済み、走査機構の構造やその制御系
の構成が簡単となる。
【００１２】
　また、上述した目的を達成するため、免疫クロマト試験片を載置する台と、台に向けて
測定光を照射する照射光学系と、台側から入射する光を検出する検出光学系と、を備えて
おり、照射光学系及び検出光学系は、台に対して所定の走査方向に相対的に移動し、照射
光学系は、半導体発光素子を含むと共に、当該半導体発光素子からの光を測定光として台
に略垂直な方向から照射するように配置され、検出光学系は、台における測定光の照射位
置から所定の走査方向に交差する方向の斜め上方に設けられた半導体受光素子を含み、当
該半導体受光素子により所定の走査方向に交差する方向の斜め上方への反射光を検出する
ように配置されていることを特徴とする。
【００１３】
　本発明に係る免疫クロマト試験片の測定装置では、観測用ウィンドウを通してケーシン
グ内に保持された免疫クロマト試験片における呈色部分の呈色度を測定する場合において
、ケーシングにおける観測用ウィンドウを形成する縁部の際に呈色ラインが存在していて
も、免疫クロマト試験片からの反射光がケーシングで遮られてしまうようなことはない。
また、上記縁部の近くでも、ケーシングでの反射光が半導体受光素子に入射し難くなり、
ノイズ成分が低減される。これらの結果、ケーシングの影響を受けることなく、呈色度を
精度よく測定することができる。
【００１４】
　また、照射光学系は、半導体発光素子からの光を、所定の走査方向に交差する方向に延
びた光束断面を有する光に整形するための光束整形部材と、光束整形部材からの光を結像
させるためのレンズと、を更に含むことが好ましい。この場合、免疫クロマト試験片上に
結像される測定光像が変形することなく、また、鮮明な測定光を照射することができる。
これらの結果、呈色度の測定精度を大幅に向上することができる。
【００１５】
　また、照射光学系及び検出光学系が装着される光学ヘッドと、所定の走査方向に光学ヘ
ッドを移動させる走査機構と、走査機構が配置されるシャシーと、を更に備えることが好
ましい。この場合、走査機構が台に設けられてないので、台の洗浄が可能となる。この結
果、衛生的に優れた測定装置を実現することができる。
【００１６】
　また、シャシーは、台を挟んで当該台の両側に位置する一対の縦壁部と、各縦壁部に接
続される頂部と、を含み、走査機構は、光学ヘッドが固定されるスライダブロックと、ス
ライダブロックを所定の走査方向に案内する一対のガイドレールと、スライダブロックを
所定の走査方向に移動させる駆動モータと、含み、一対のガイドレールは、頂部に固定さ
れており、光学ヘッドは、一対の縦壁部及び頂部により囲まれる空間内を所定の走査方向
に移動することが好ましい。この場合、シャシーの外から免疫クロマト試験片や半導体受
光素子に光が入射するのを抑制することができ、呈色度の測定精度を大幅に向上すること
ができる。
【００１７】
　また、スライダブロック及び一対のガイドレールは、頂部における一対の縦壁部及び頂
部により囲まれる空間とは反対の面の上に配置されており、頂部には、一対のガイドレー
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ルに挟まれる位置に、所定の走査方向に伸びる切り欠きが形成され、光学ヘッドとスライ
ダブロックとは、切り欠きを通して接続されて固定されていることが好ましい。この場合
、光学ヘッドを一対の縦壁部及び頂部により囲まれる空間内にて所定の走査方向に確実に
移動させ得る構成を簡易且つ低コストにて実現することができる。
【００１８】
　また、シャシーの外に配置される第１基板と、光学ヘッドに固定される第２基板と、可
撓性及び弾力性を有し、第１基板と第２基板とを電気的に接続する通信ケーブルと、を更
に備え、通信ケーブルは、一方の縦壁部に形成された孔からシャシーの内側に至り、当該
一方の縦壁部に沿って伸び、一方の縦壁部の端から他方の縦壁部に向けてシャシーの外側
を通って湾曲するように、設けられており、通信ケーブルにおけるシャシーの内側に位置
する部分は、一方の縦壁部に固定されていることが好ましい。この場合、シャシーの内側
を通して通信ケーブルを配置することにより、通信ケーブルの長さが短くてすみ、絡みや
折れ曲り、巻き込み等を防ぐことができる。
【００１９】
　台は、シャシーに対して、着脱可能であることが好ましい。この場合、台を容易に洗浄
することができ、衛生的により一層優れる。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
　図１は、本実施形態に係る免疫クロマト試験片の測定装置を示す斜視図である。
【００２１】
　図２は、図１に示した光学ヘッド及び免疫クロマト試験用具の斜視図である。
【００２２】
　図３は、本実施形態に係る免疫クロマト試験片の測定装置により測定される免疫クロマ
ト試験用具の平面図である。
【００２３】
　図４は、図１及び図２に示した光学ヘッドの側面図である。
【００２４】
　図５は、図１及び図２に示した光学ヘッドの平面図である。
【００２５】
　図６は、図１及び図２に示した光学ヘッドの断面図である。
【００２６】
　図７は、図１及び図２に示した光学ヘッドの分解断面図である。
【００２７】
　図８は、本実施形態に係る免疫クロマト試験片の測定装置に含まれる照射光学系の構成
を説明するための概略図である。
【００２８】
　図９は、本実施形態に係る免疫クロマト試験片の測定装置のシステム構成図である。
【００２９】
　図１０は、図３に示した免疫クロマト試験用具に含まれる免疫クロマト試験片の透過光
の吸光プロファイルを示す線図である。
【００３０】
　図１１は、本実施形態に係る免疫クロマト試験片の測定装置における測定動作を説明す
るための概略図である。
【００３１】
　図１２は、本実施形態に係る免疫クロマト試験片の測定装置における測定動作を説明す
るための概略図である。
【００３２】
　図１３は、本実施形態に係る免疫クロマト試験片の測定装置の変形例を示す斜視図であ
る。
【００３３】
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　図１４は、本実施形態に係る免疫クロマト試験片の測定装置の変形例を示す分解斜視図
である。
【００３４】
　図１５は、本実施形態に係る免疫クロマト試験片の測定装置の変形例を示す斜視図であ
る。
【００３５】
　図１６は、図１３～図１５に示した光学ヘッドの断面図である。
【００３６】
　図１７は、従来の免疫クロマト試験片の測定装置を示す概略図である。
【００３７】
　図１８は、従来の免疫クロマト試験片の測定装置を示す概略図である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３８】
　以下、図面を参照しながら本発明による免疫クロマト試験片の測定装置の好適な実施形
態について詳細に説明する。なお、説明において、同一要素又は同一機能を有する要素に
は、同一符号を用いることとし、重複する説明は省略する。
【００３９】
　図１は、本実施形態に係る免疫クロマト試験片の測定装置を示す斜視図であり、図２は
、図１に示した光学ヘッド及び免疫クロマト試験用具の斜視図である。本実施形態の測定
装置ＭＤは、免疫クロマト試験片１に形成された呈色ラインＣＬに測定光を照射し、その
反射光の受光により呈色ラインＣＬの呈色度を測定する装置である。この測定装置ＭＤは
、図１に示されるように、免疫クロマト試験用具ＴＥを載置する台としての載置プレート
１１と、照射光学系２１及び検出光学系３１を装着する光学ヘッド４１と、載置プレート
１１に対して光学ヘッド４１を走査方向に移動させる走査機構１２とを有している。照射
光学系２１は、載置プレート１１に向けて光を照射することで、載置プレート１１に載置
された免疫クロマト試験片１に測定光を照射する。検出光学系３１は、載置プレート１１
側からの光が入射することで、免疫クロマト試験片１からの反射光を検出する。
【００４０】
　ここで、免疫クロマト試験用具ＴＥは、図３にも示されるように、平面視長方形状のケ
ーシング３と、当該ケーシング３内に保持されている免疫クロマト試験片１とを有してい
る。図３は、免疫クロマト試験用具の平面図である。
【００４１】
　ケーシング３には、その長辺方向に沿って、検体を滴下させるための検体点着ウィンド
ウ５と、免疫クロマト試験片１の呈色部分を露出させる観測用ウィンドウ７が設けられて
いる。検体点着ウィンドウ５を成形する縁部５ａ～５ｄ及び観測用ウィンドウ７を成形す
る縁部７ａ～７ｄは、免疫クロマト試験片１に向かって傾斜して設けられており、テーパ
ー型に形成されている。なお、本実施形態の免疫クロマト試験用具ＴＥにおいて、観測用
ウィンドウ７の一部は、仕切り部７ｅで仕切られることにより、コントロールウィンドウ
として用いられる。
【００４２】
　免疫クロマト試験片１は、ニトロセルロースメンブレンや濾紙などの材質からなり、長
方形状を呈している。免疫クロマト試験片１は、検体点着ウィンドウ５に対応する位置に
設けられる検体点着部１ａと、観測用ウィンドウ７に対応する位置に設けられる検出部１
ｂとを有している。検出部１ｂは、検体中の抗原（又は抗体）と反応するそれぞれの抗体
（又は抗原）が塗布されて固定化されており、ライン状（又は帯状）となっている。
【００４３】
　検体は、検体点着ウィンドウ５から免疫クロマト試験片１の検体点着部１ａに滴下され
る。検体中の抗原（又は抗体）は標識色素と結合し、検体中の抗原（又は抗体）と標識色
素との結合体や未反応の標識色素は免疫クロマト試験片１の長辺方向に移動する。いま、
仮に検体中に抗原が含まれており、抗原が検出部１ｂとそれぞれ抗原抗体反応するものと
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する。検体が移動するにともなって、検体中の抗原と検出部１ｂに固定されている抗体と
が特異的に反応し、反応した検出部１ｂには標識色素により呈色したライン状のパターン
（呈色ラインＣＬ）が形成される。この呈色ラインＣＬは、免疫クロマト試験片１におけ
る検体中の抗原（又は抗体）の移動方向と交差する方向（たとえば、直交する方向）に延
びて形成され、観測用ウィンドウ７から観測することができる。呈色ラインＣＬの幅は、
通常、１．０ｍｍ程度である。また、呈色ラインＣＬの長手方向の長さは、通常、５ｍｍ
程度である。
【００４４】
　照射光学系２１は、図１及び図２に示されるように、半導体発光素子２３と、光束整形
部材２５と、レンズ２７とを有しており、これらの半導体発光素子２３、光束整形部材２
５及びレンズ２７は、光学ヘッド４１に装着されている。本実施形態において、半導体発
光素子２３として発光ダイオード（ＬＥＤ）が用いられており、その仕様は、中心波長５
３０ｎｍ、輝度３０００ｍｃ、指向角２０°に設定されている。
【００４５】
　光束整形部材２５は、半導体発光素子２３からの光を、載置プレート１１に載置された
免疫クロマト試験片１に形成される呈色ラインＣＬと略平行な方向、すなわち光学ヘッド
４１の走査方向に交差する方向（本実施形態においては、光学ヘッド４１の走査方向に直
交する方向）に延びる光束断面を有する光に整形するためのものであり、スリット２５ａ
が形成された板状部材からなる。スリット２５ａの形状は、矩形形状（例えば、幅５０μ
ｍ、長さ３ｍｍ）に設定されている。スリット２５ａが延びる方向は、光束整形部材２５
が光学ヘッド４１に装着された状態において、載置プレート１１に載置された免疫クロマ
ト試験用具ＴＥ内の免疫クロマト試験片１に形成される呈色ラインＣＬと略平行となるよ
うに設定される。これにより、半導体発光素子２３からの光は、免疫クロマト試験片１に
形成される呈色ラインＣＬと略平行なスリット光とされる。
【００４６】
　レンズ２７は、光束整形部材２５からの光（免疫クロマト試験片１に形成される呈色ラ
インＣＬと略平行なスリット光）を載置プレート１１に載置された免疫クロマト試験用具
ＴＥ内の免疫クロマト試験片１上に結像させるためのものである。本実施形態において、
レンズ２７の焦点距離は６ｍｍに設定されており、免疫クロマト試験片１上に結像された
スリット光像の大きさは、幅５０μｍ、長さ３ｍｍとなる。
【００４７】
　検出光学系３１は、図１及び図２に示されるように、半導体受光素子３３を有しており
、この半導体受光素子３３は、光学ヘッド４１に装着されている。本実施形態において、
半導体受光素子３３としてシリコン（Ｓｉ）ホトダイオードが用いられている。
【００４８】
　光学ヘッド４１は、図４～図７に示されるように、第１の部材５１、第２の部材６１と
、筒状部材７１とを含んでおり、その上部が走査機構１２を構成するスライダブロック１
３に支持板１４を介して固定されることで、免疫クロマト試験用具ＴＥの上方に支持され
ている。図４は、図１及び図２に示された光学ヘッドの側面図であり、図５は、図１及び
図２に示された光学ヘッドの平面図であり、図６は、図１及び図２に示された光学ヘッド
の断面図であり、図７は、図１及び図２に示された光学ヘッドの分解構成図である。
【００４９】
　第１の部材５１には、当該第１の部材５１を貫通するように、所定の内径（例えば、Ｍ
２程度）を有する雌ネジ形状の第１の孔部５２と、第１の孔部５２よりも大きな内径（例
えば、φ４ｍｍ程度）を有する第２の孔部５３と、第２の孔部５３よりも大きな内径（例
えば、φ６ｍｍ程度）を有する第３の孔部５４と、第３の孔部５４よりも大きな内径を有
する第４の孔部５５（例えば、長手方向６．８ｍｍを有する四角形状孔）と、第４の孔部
５５よりも大きな内径を有する第５の孔部５６（例えば、長手方向１５ｍｍを有する四角
形状孔）とが連続して形成されている。また、第１の部材５１には、第２の部材６１を固
定するためのボルトが螺合するボルト孔５７が形成されている。第１の部材５１は、第１
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の孔部５２が載置プレート１１（免疫クロマト試験用具ＴＥ）側に位置し、且つ、第１～
第５の孔部５２～５６の中心軸が載置プレート１１（免疫クロマト試験片１）に略直交す
るように配設される。なお、レンズ２７は、第３の孔部５４に挿入される。
【００５０】
　第２の部材６１は、半導体発光素子２３の光軸に垂直な面での断面が四角形状を呈して
おり、当該第２の部材６１を貫通するように、第６の孔部６２と、第７の孔部６３と、第
８の孔部６４とが連続して形成されている。また、第２の部材６１には、ボルトを挿通す
るための貫通孔６５が形成されている。この第２の部材６１は、第１の部材５１の第５の
孔部５６に内挿され、ボルトにより第１の部材５１に固定される。半導体発光素子２３は
、第６の孔部６２に挿入される。第７の孔部６３の内径は、雌ネジ形状で所定の内径（例
えば、Ｍ３程度）に設定されており、第８の孔部６４の内径は、第７の孔部６３の内径よ
り大きい値（例えば、φ５ｍｍ程度）に設定されている。なお、第１の部材５１の第５の
孔部５６は、第２の部材６１の形状に対応して四角形状孔としているが、これに限られる
ことなく、第２の部材６１の形状に対応し、当該第２の部材６１が内挿可能な形状（例え
ば、円形状）を有していればよい。
【００５１】
　筒状部材７１は、一端側に雌ネジ形状で所定の内径（例えば、Ｍ２程度）を有する第１
の筒部分７２と、他端側に、第１の筒部分７２よりも大きな内径（例えば、φ５ｍｍ程度
）を有する第２の筒部分７３とを有している。筒状部材７１は、第１の部材５１の第４の
孔部５５に内挿される。なお、筒状部材７１は、半導体発光素子２３の光軸に垂直な面に
おける断面で見ると、外側形状は四角形状となっている。また、第１の部材５１の第４の
孔部５５は、筒状部材７１の形状に対応して四角形状孔としているが、これに限られるこ
となく、筒状部材７１の形状に対応し、当該筒状部材７１が内挿可能な形状（例えば、円
形状）を有していればよい。
【００５２】
　第１の部材５１への照射光学系２１の各要素の組み込みは、まず、レンズ２７を第３の
孔部５４に挿入し、その後、筒状部材７１を第４の孔部５５に挿入する。続いて、第４の
孔部５５と第５の孔部５６との境界部に形成される段部に光束整形部材２５を載置し、第
２の部材６１を第５の孔部５６に挿入する。そして、基板（図示せず）に支持された半導
体発光素子２３を第６の孔部６２に挿入し、ボルトにより基板及び第２の部材６１を第１
の部材５１に固定する。このとき、レンズ２７は、第１の部材５１の第２の孔部５３と第
３の孔部５４との境界部に形成される段部と筒状部材７１の第１の筒部分７２とで挟まれ
て固定される。また、光束整形部材２５は、第１の部材５１の第４の孔部５５と第５の孔
部５６との境界部に形成される段部と第２の部材６１とで挟まれて固定される。
【００５３】
　半導体発光素子２３から出射された光は、図８にも示されるように、半導体発光素子２
３側から順に、第２の部材６１の第７の孔部６３、第８の孔部６４、スリット２５ａ、筒
状部材７１の第２の筒部分７３、第１の筒部分７２、レンズ２７、第１の部材５１の第２
の孔部５３、及び、第１の孔部５２を通り、免疫クロマト試験片１に形成された呈色ライ
ンＣＬと略平行なスリット光となって、免疫クロマト試験片１に略垂直な方向から当該免
疫クロマト試験片１に照射される。このとき、第７の孔部６３は、半導体発光素子２３と
光束整形部材２５との間に配置され、迷光を除去するための筒状の第１バッフル部として
機能する。また、第１の筒部分７２は、光束整形部材２５とレンズ２７との間に配置され
、迷光を除去するための筒状の第２バッフル部として機能する。また、第１の孔部５２は
、レンズ２７と免疫クロマト試験片１の間に配置され、迷光を除去するための筒状の第３
バッフル部として機能する。また、第８の孔部６４により画成される空間部は、第７の孔
部６３（第１バッフル部）と光束整形部材２５との間に配置され、第７の孔部６３よりも
大径の筒状空間部として機能する。また、第２の筒部分７３により画成される空間部は、
光束整形部材２５と第１の筒部分７２（第２バッフル部）との間に配置され、第１の筒部
分７２の内径よりも大径の筒状空間部として機能する。また、第２の孔部５３により画成
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される空間部は、レンズ２７と第１の孔部５２（第３バッフル部）との間に配置され、第
１の孔部５２よりも大径の筒状空間部として機能する。なお、本実施形態においては、上
記バッフル部としていずれも雌ネジ形状を形成しているが、バッフル部として機能するも
のであれば、夫々の孔部及び筒部分と異なる内径の平板を形成する等、様々な構成を採用
することができる。
【００５４】
　第１の部材５１には、当該第１の部材５１を貫通するように、所定の内径（例えば、φ
３．２ｍｍ程度）を有する第９の孔部５８と、第９の孔部５８より大きい内径（例えば、
φ８ｍｍ程度）を有する第１０の孔部５９とが連続して形成されている。第９の孔部５８
は、載置プレート１１（免疫クロマト試験用具ＴＥ）側に位置している。また、第９の孔
部５８は、その下端部が第１の孔部５２と免疫クロマト試験片１に形成される呈色ライン
ＣＬと略平行な方向に並んでおり、当該下端部から上記呈色ラインＣＬと略平行な方向に
沿って斜め上方に延びている。
【００５５】
　半導体受光素子３３は、第１０の孔部５９に設けられる。半導体受光素子３３は基板（
図示せず）に支持されており、当該基板は、半導体受光素子３３を第１０の孔部５９に挿
入した状態で第１の部材５１にボルト締めにより固定される。これにより、半導体受光素
子３３は、免疫クロマト試験片１上の測定光の照射位置から免疫クロマト試験片１に形成
される呈色ラインＣＬと略平行な方向の斜め上方に設けられることとなり、呈色ラインＣ
Ｌと略平行な方向の斜め上方への反射光を検出する。第９の孔部５８は、免疫クロマト試
験用具ＴＥのケーシング３に当たって生じる迷光を除去し、反射光をコリメートするため
のコリメータとして機能する。
【００５６】
　走査機構１２は、図１に示すように、スライダブロック１３を載置プレート１１の長手
方向、すなわち、免疫クロマト試験片１に形成される呈色ラインＣＬを直角に横切る走査
方向に摺動自在に案内する左右一対のガイドレール１５と、このガイドレール１５の長手
方向に沿ってスライダブロック１３の側面に形成されたラック１６に噛み合うピニオン１
７と、このピニオン１７に噛み合うウォームギア１８が固定された駆動モータ１９などを
備えている。
【００５７】
　この走査機構１２では、駆動モータ１９によりウォームギア１８が正転方向に回転する
と、ピニオン１７が減速して回転駆動され、このピニオン１７にラック１６が噛み合うス
ライダブロック１３が左右一対のガイドレール１５に案内されて走査方向に移動する。そ
の結果、光学ヘッド４１が載置プレート１１に対して免疫クロマト試験片１に形成された
呈色ラインＣＬを直角に横切る走査方向に移動する。すなわち、光学ヘッド４１の走査方
向は、載置プレート１１に載置された免疫クロマト試験片１に形成されている呈色ライン
ＣＬが延びる方向と交差する。スリット２５ａが延びる方向と光学ヘッド４１の走査方向
とは交差（本実施形態においては、直交）しており、光束整形部材２５は、半導体発光素
子２３からの光を、光学ヘッド４１の走査方向と交差する方向に延びる光束断面を有する
光に整形する。
【００５８】
　測定装置ＭＤは、走査機構１２の駆動モータ１９の回転制御と、半導体発光素子２３の
点灯制御と、半導体受光素子３３の受光信号の処理およびその処理結果の表示のため、図
９に示すような制御部８１および測定結果表示部８３を有している。図９は、本実施形態
に係る免疫クロマト試験片の測定装置のシステム構成図である。
【００５９】
　制御部８１は、走査機構１２の駆動モータ１９の正転、停止、逆転の回転制御を行うと
共に、駆動モータ１９の正転により光学ヘッド４１が走査方向に移動する間、半導体発光
素子２３を点灯して測定光（スリット光）をケーシング３の観測用ウィンドウ７に露出す
る免疫クロマト試験片１の検出部１ｂ上に照射させる。
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【００６０】
　また、制御部８１は、半導体発光素子２３の点灯により免疫クロマト試験片１の検出部
１ｂから反射する反射光を受光した半導体受光素子３３から検出信号を入力し、この検出
信号に基づいて、例えば測定光の吸光プロファイルを作成する。そして、作成した吸光プ
ロファイルから、免疫クロマト試験片１の発色した呈色ラインＣＬの吸光度ＡＢＳを演算
式（１）により算出する。
　　　　ＡＢＳ＝ｌｏｇＴｉ／Ｔｏ　　　…　（１）
なお、Ｔｏは、発色した呈色ラインＣＬからの反射光の出力信号強度であり、Ｔｉは、発
色のない部分からの反射光の出力信号強度である。
【００６１】
　そして、制御部８１は、予め作成された検量特性線図を参照することにより、算出した
吸光度ＡＢＳに応じて検体中に含まれる抗原（または抗体）の総量（濃度）を求め、これ
を測定結果表示部８３に表示させる。
【００６２】
　上述した構成を有する免疫クロマト試験片１の測定装置ＭＤを使用して免疫クロマト試
験片１の呈色度を測定するには、まず、免疫クロマト試験用具ＴＥ（図３参照）を用意し
、検体をケーシング３の検体点着ウィンドウ５から免疫クロマト試験片１の検体点着部１
ａに滴下する。これにより、検体が免疫クロマト試験片１の検出部１ｂへ向かって展開し
、検出部１ｂに帯状に塗布された抗体（または抗原）との間で検体中の抗原（または抗体
）が抗原抗体反応を起こしてトラップされることにより、色素により発色した呈色ライン
ＣＬが形成される。
【００６３】
　このような準備の後、図１に示すように、免疫クロマト試験用具ＴＥを載置プレート１
１上に載置し、制御部８１（図９参照）によって半導体発光素子２３を点灯させると共に
、駆動モータ１９を正転方向に回転させる。この操作に伴い、免疫クロマト試験片１に形
成された呈色ラインＣＬと略平行なスリット光がケーシング３の観測用ウィンドウ７を通
して免疫クロマト試験片１の検出部１ｂに照射されると共に、光学ヘッド４１が走査方向
に沿って移動を開始して、スリット光像が免疫クロマト試験片１の検出部１ｂ上を走査方
向に移動することとなる。そして、半導体受光素子３３が、免疫クロマト試験片１の検出
部１ｂから反射する反射光のうち、免疫クロマト試験片１に形成された呈色ラインＣＬと
略平行な方向の斜め上方への反射光を受光して検出信号を制御部８１に出力する。
【００６４】
　検出信号を入力した制御部８１は、例えば図１０に示すような測定光の吸光プロファイ
ルを作成し、この吸光プロファイルから、免疫クロマト試験片１上の呈色ラインＣＬの吸
光度ＡＢＳを上記演算式（１）により算出する。そして、制御部８１は、予め作成された
検量特性線図を参照することにより、算出した吸光度ＡＢＳに応じて検体中に含まれる抗
原（または抗体）の総量（濃度）を求め、これを測定結果表示部８３に表示させる。
【００６５】
　このようにして、本実施形態の測定装置ＭＤによれば、ケーシング３内に収容された免
疫クロマト試験片１の検出部１ｂに形成された呈色ラインＣＬの呈色度が測定される。
【００６６】
　以上のように、本実施形態では、照射光学系２１を、半導体発光素子２３からの光を測
定光として略垂直な方向から免疫クロマト試験片１上に照射するように配置し、検出光学
系３１を、免疫クロマト試験片１上の測定光の照射位置から免疫クロマト試験片１に形成
される呈色ラインＣＬと略平行な方向（光学ヘッド４１の走査方向に交差する方向）の斜
め上方に設けられた半導体受光素子３３により呈色ラインＣＬと略平行な方向の斜め上方
への反射光を検出するように配置しているので、観測用ウィンドウ７を通してケーシング
３内に保持された免疫クロマト試験片１における検出部１ｂの呈色度を測定する場合にお
いて、図１１に示されるように、ケーシング３における観測用ウィンドウ７を形成する後
側縁部７ａに近接して呈色ラインＣＬが存在していても、半導体受光素子３３に入射する
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免疫クロマト試験片１からの反射光がケーシング３で遮られてしまうようなことはない。
また、仕切り部７ｅの近くでも、図１２に示されるように、ケーシング３（仕切り部７ｅ
）での反射光が半導体受光素子３３に入射し難くなり、ノイズ成分が低減される。これら
の結果、ケーシング３の影響を受けることなく、呈色ラインＣＬの呈色度を精度よく測定
することができる。なお、図１１及び図１２における矢印Ａは、光学ヘッド４１の走査方
向を示している。
【００６７】
　また、本実施形態においては、照射光学系２１は、光束整形部材２５及びレンズ２７を
含んでいる。これにより、照射光学系２１から、呈色ラインＣＬと略平行な方向（光学ヘ
ッド４１の走査方向に交差する方向）に延びるスリット光が呈色ラインＣＬに重なるよう
に照射されるので、呈色むらが発生した場合においても呈色むらが光学的に平均化されて
、呈色むらが光学的に平均化された反射光が半導体受光素子３３に入射されることとなる
。この結果、免疫クロマト試験片１の呈色ラインＣＬの呈色度を精度よく測定することが
できる。
【００６８】
　また、本実施形態においては、スリット光が略垂直な方向から免疫クロマト試験片１上
に照射されるので、免疫クロマト試験片１上に結像されるスリット光像が変形することな
く、呈色ラインＣＬの呈色度の測定精度を大幅に向上することができる。
【００６９】
　また、本実施形態においては、半導体発光素子２３と光束整形部材２５との間に第７の
孔部６３（第１バッフル部）が配置され、光束整形部材２５とレンズ２７との間に筒状部
材７１の第１の筒部分７２（第２バッフル部）が配置され、レンズ２７と免疫クロマト試
験片１（載置プレート１１）の間に第１の孔部５２（第３バッフル部）が配置されるので
、これらの孔部及び筒部分により迷光の発生が抑制されることとなる。また、レンズ２７
により、光束整形部材２５からの光（スリット光）が免疫クロマト試験片１上に結像され
る。これらの結果、免疫クロマト試験片１に不要な迷光が入射することが抑えられ、免疫
クロマト試験片１上に照射される測定光（スリット光）は鮮明となり、呈色度の測定精度
を大幅に向上することができる。
【００７０】
　また、本実施形態において、光学ヘッド４１は、第７の孔部６３と光束整形部材２５と
の間に配置され、第７の孔部６３よりも大径の第８の孔部６４を有している。これにより
、照射光学系２１は、第８の孔部６４により画成される空間部（筒状空間部）を有するよ
うに構成される。この結果、この第８の孔部６４により画成される空間部に迷光が封じ込
められることとなり、免疫クロマト試験片１に不要な迷光が入射するのをより一層抑制す
ることができる。
【００７１】
　また、本実施形態において、光学ヘッド４１は、光束整形部材２５と筒状部材７１の第
１の筒部分７２との間に配置され、第１の筒部分７２よりも大きな内径の第２の筒部分７
３を有している。これにより、照射光学系２１は、第２の筒部分７３により画成される空
間部（筒状空間部）を有するように構成される。この結果、この第２の筒部分７３により
画成される空間部に迷光が封じ込められることとなり、免疫クロマト試験片１に不要な迷
光が入射するのをより一層抑制することができる。
【００７２】
　また、本実施形態において、光学ヘッド４１は、レンズ２７と第１の孔部５２との間に
配置され、第１の孔部５２よりも大径の第２の孔部５３を有している。これにより、照射
光学系２１は、第２の孔部５３により画成される空間部（筒状空間部）を有するように構
成される。この結果、この第２の孔部５３により画成される空間部に迷光が封じ込められ
ることとなり、免疫クロマト試験片１に不要な迷光が入射するのをより一層抑制すること
ができる。
【００７３】
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　また、本実施形態において、照射光学系２１は光学ヘッド４１に装着されており、当該
光学ヘッド４１は、第１の孔部５２、第２の孔部５３、第３の孔部５４、第４の孔部５５
及び第５の孔部５６が連続して形成された第１の部材５１と、第５の孔部５６に内挿され
、第６の孔部６２及び第７の孔部６３が連続して形成された第２の部材６１と、第４の孔
部５５に内挿される筒状部材７１とを含んでいる。そして、第２の孔部５３と第３の孔部
５４との境界部に形成される段部と筒状部材７１とでレンズ２７が固定され、第４の孔部
５５と第５の孔部５６との境界部に形成される段部と第２の部材６１とで光束整形部材２
５が固定されている。これにより、照射光学系２１を上記光学ヘッド４１に組み込んでユ
ニット化することができ、構造の簡素化を図ることができると共に、半導体発光素子２３
、光束整形部材２５及びレンズ２７を容易に組み付けることができる。
【００７４】
　また、本実施形態において、第１の孔部５２、第７の孔部６３、及び、筒状部材７１の
第１の筒部分７２の内側には、雌ネジが形成されている。これにより、雌ネジを形成する
という極めて簡易な構成にて、免疫クロマト試験片１に不要な迷光が入射するのをより一
層効果的に抑制することができる。
【００７５】
　また、本実施形態において、測定装置ＭＤは、照射光学系２１及び検出光学系３１が装
着される光学ヘッド４１と、免疫クロマト試験用具ＴＥ（免疫クロマト試験片１）を載置
するための載置プレート１１と、呈色ラインＣＬを横切る走査方向に載置プレート１１と
光学ヘッド４１とを相対移動させる走査機構１２とを有している。これにより、光学ヘッ
ド４１に照射光学系２１および検出光学系３１が装着されていると、構造が簡素となり、
しかも、光学ヘッド４１を走査方向に移動させる場合の走査機構１２が１系統で済み、走
査機構１２の構造やその制御系の構成が簡単となる。
【００７６】
　また、本実施形態において、半導体発光素子２３として、発光ダイオードを用いている
。これにより、光源の光強度を高めることができる。
【００７７】
　また、本実施形態において、光束整形部材２５として、免疫クロマト試験片１に形成さ
れる呈色ラインＣＬと略平行な方向に延びる、すなわち、光学ヘッド４１の走査方向と交
差する方向に伸びるスリット２５ａが形成された板状部材を用いている。これにより、光
束整形部材２５の構造を簡素化できる。
【００７８】
　次に、図１３～図１６を参照して、本実施形態の測定装置ＭＤの変形例を説明する。図
１３及び図１５は、本実施形態に係る免疫クロマト試験片の測定装置の変形例を示す斜視
図である。図１４は、本実施形態に係る免疫クロマト試験片の測定装置の変形例を示す分
解斜視図である。図１６は、図１３～図１５に示した光学ヘッドの断面図である。
【００７９】
　変形例に係る測定装置ＭＤは、下面が開口した箱形状を有する筐体（図示せず）と、筐
体の開口を塞ぐベースプレート１０１とを備える。ベースプレート１０１には、上記制御
部８１を構成するＣＰＵ等が搭載された第１基板１０３と、走査機構１２が配置されるシ
ャシー１０５とが固定されている。シャシー１０５は、断面が略矩形とされた筒形状を呈
しており、ベースプレート１０１と対向して配置される底部１０７と、底部１０７の両端
からそれぞれ伸びる一対の縦壁部１０９と、底部１０７と対向し且つ各縦壁部１０９に接
続される頂部１１１とを含んでいる。頂部１１１は、縦壁部１０９に対して脱着可能とな
っている。
【００８０】
　シャシー１０５には、トレイ１１３がシャシー１０５の長手方向にスライド可能に配置
されている。縦壁部１０９は、トレイ１１３を挟んで、当該トレイ１１３の両側に位置し
ている。なお、図１３及び図１４は、トレイ１１３がシャシー１０５から引き出された状
態を示し、図１５は、トレイ１１３がシャシー１０５の中に導入された状態を示している
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。トレイ１１３には、免疫クロマト試験用具ＴＥを保持するホルダー１１５が載置される
。
【００８１】
　トレイ１１３は、シャシー１０５に対して着脱可能であり、免疫クロマト試験片１を載
置する台として機能する。トレイ１１３には、ホルダー１１５を位置決めするための位置
決め片１１３ａが設けられている。それぞれの縦壁部１０９には、トレイ１１３を適切に
スライドさせるための規制片１０９ａが設けられている。免疫クロマト試験用具ＴＥを保
持したホルダー１１５を載置したトレイ１１３がシャシー１０５内に導入された状態では
、トレイ１１３及び免疫クロマト試験用具ＴＥが縦壁部１０９及び頂部１１１で囲まれる
こととなる。これにより、シャシー１０５の外から免疫クロマト試験用具ＴＥ（免疫クロ
マト試験片１）に光が入射するのを抑制することができ、免疫クロマト試験片１の呈色度
の測定精度を大幅に向上することができる。
【００８２】
　頂部１１１には、切り欠き１１１ａがシャシー１０５の長手方向に伸びるように形成さ
れている。頂部１１１の上面には、切り欠き１１１ａを挟むようにして、一対のガイドレ
ール１５が固定されている。スライダブロック１３は、切り欠き１１１ａの上方に位置し
、切り欠き１１１ａが伸びる方向、すなわちシャシー１０５の長手方向に移動可能である
。スライダブロック１３には、光学ヘッド４１を取り付けるためのブラケット１１７が固
定される。
【００８３】
　駆動モータ１９は、シャシー１０５内に配置されている。ピニオン１７は、縦壁部１０
９から頂部１１１にかけて形成された孔１１９を通して、その上部が頂部１１１上に位置
するように配置されている。ピニオン１７の上部は、スライダブロック１３に形成された
ラック１６に噛合する。ピニオン１７の下部は、駆動モータ１９の回転軸に固定されたウ
ォームギア１８に噛合する。
【００８４】
　光学ヘッド４１は、切り欠き１１１ａを通って伸びるブラケット１１７に固定されてい
る。これにより、光学ヘッド４１は、スライダブロック１３の移動にともなって、シャシ
ー１０５の内側を当該シャシー１０５の長手方向に沿って移動することとなる。これによ
り、シャシー１０５の外から半導体受光素子３３に光が入射するのを抑制することができ
、免疫クロマト試験片１の呈色度の測定精度を大幅に向上することができる。光学ヘッド
４１の走査方向は、シャシー１０５の長手方向と一致する。
【００８５】
　光学ヘッド４１には、半導体発光素子２３の発光を制御するための駆動回路が形成され
た第２基板１２１が固定されている。この第２基板１２１は、金属製のカバー１２３にて
保護されている。第１基板１０３と第２基板１２１とは、可撓性及び弾力性を有する通信
ケーブル１２５にて電気的に接続されている。通信ケーブル１２５は、一方の縦壁部１０
９に形成された孔１２７からシャシー１０５の内側に至り、シャシー１０５の内側を一方
の縦壁部１０９に沿って当該シャシー１０５の長手方向に伸びて、一方の縦壁部１０９の
端から他方の縦壁部１０９（第２基板１２１）に向けてシャシー１０５の外側を通って湾
曲するように、設けられている。通信ケーブル１２５におけるシャシー１０５の中に位置
する部分は、一方の縦壁部１０９に接着等により固定されている。通信ケーブル１２５に
おける一方の縦壁部１０９に固定された部分から第２基板１２１までの長さは、光学ヘッ
ド４１（第２基板１２１）の移動距離を考慮して設定する必要がある。このように、シャ
シー１０５の内側を通して通信ケーブル１２５を配置することにより、通信ケーブル１２
５の長さが短くてすみ、絡みや折れ曲り、巻き込み等を防ぐことができる。
【００８６】
　変形例における光学ヘッド４１は、図１６に示されるように、半導体発光素子２３及び
半導体受光素子３３が、それぞれ一対ずつ設けられている。すなわち、上記照射光学系と
検出光学系が一対設けられることとなり、１つの免疫クロマト試験用具に収容された２枚
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の免疫クロマト試験片の呈色度を同時に測定することができる。
【００８７】
　変形例に係る測定装置ＭＤにおいては、スライダブロック１３及び一対のガイドレール
１５は、頂部１１１における一対の縦壁部１０９及び頂部１１１により囲まれる空間とは
反対の面の上に配置されており、頂部１１１には、一対のガイドレール１５に挟まれる位
置に、光学ヘッド４１の走査方向に伸びる切り欠き１１１ａが形成され、光学ヘッド４１
とスライダブロック１３とは、切り欠きを通して接続されて固定されている。これにより
、光学ヘッド４１をシャシー１０５の内側、すなわち一対の縦壁部１０９及び頂部１１１
により囲まれる空間内にて走査方向に確実に移動させ得る構成を簡易且つ低コストにて実
現することができる。
【００８８】
　上記実施形態及びその変形例に係る測定装置ＭＤでは、光学ヘッド４１が載置プレート
１１あるいはトレイ１１３に対して走査方向に移動する。このため、測定装置ＭＤは、載
置プレート１１あるいはトレイ１１３が光学ヘッド４１に対して走査方向に移動する形式
の測定装置に比べ、載置プレート１１あるいはトレイ１１３側の構成が簡素化されること
となり、載置プレート１１あるいはトレイ１１３が汚れた場合でも、比較的容易に洗浄す
ることができる。この結果、測定装置ＭＤは、衛生的にも優れる。
【００８９】
　また、変形例に係る測定装置ＭＤにおいては、トレイ１１３は、シャシー１０５に対し
て、着脱可能である。これにより、トレイ１１３を容易に洗浄することができ、衛生的に
より一層優れる。
【００９０】
　本発明は、前述した実施形態に限定されるものではない。たとえば、半導体発光素子２
３として、発光ダイオードの代わりにレーザダイオード等のその他の半導体発光素子を用
いてもよい。また、半導体受光素子３３として、Ｓｉホトダイオードの代わりにホトトラ
ンジスタ、ＣＣＤイメージセンサ等のその他の半導体受光素子を用いてもよい。
【産業上の利用可能性】
【００９１】
　本発明は、妊娠検査、便潜血検査等に用いられる免疫クロマト（イムノクロマト）試験
片の測定装置に利用できる。
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